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議 事 日 程  日程第１ 会議録署名者の指名 

日程第２ 議案第１０号 江南市立学校管理規則の一部改正につい      

     て 

日程第３ 協議題 平成３１年度儀式等の日程（案）について 

日程第４ 報告事項 

          １ 地域学習活動支援事業実施要綱の一部改正について 

          ２ 江南市図書館基本計画パブリックコメント結果の報告に 

ついて 

          ３ 古知野東公民館長兼社会教育指導員の退職について 

４ １０連休における放課後児童健全育成事業の実施について 

日程第５ 協議題 江南市教職員の人事異動について 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午後 3時 00分 開 会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会３月臨時会を開会いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第１ 会議録署名者の指名 

 

○教育長  日程第１、会議録署名者には、会議規則第 15 条第２項の規定により、

教育長において、後藤鎭全さん、山田茂美さんを指名いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第２ 議案第１０号 江南市立学校管理規則の一部改正について 

 

○教育長  日程第２、議案第１０号 江南市立学校管理規則の一部改正についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

 

〇教育長  デジタル教科書を今まですでに使用している学校はありますか。 

〇教育課指導主事  指導者が指導者用デジタル教科書を使用しているところはあ

りますが、子どもたちが学習者用デジタル教科書を使うということは今のところあ

りません。今回の件は、子どもたちが、紙の教科書に代わって学習者用デジタル教

科書を使う場合の話になります。 

〇山田委員  特別支援教育でデジタル教科書を導入している学校はありますか。 

〇教育課指導主事  指導者が子どもたちに対して、インターネット上のデジタルな

内容のものを使って指導するということはありますが、子どもたちが学習者用デジ

タル教科書を購入して使用するということはこれまでになかったと記憶していま

す。 

〇山田委員  これからもし特別支援教育などで使おうとする場合は、記載があるよ

うに届け出申請をしてから使用するという形に統一されるということでしょうか。 

〇教育課指導主事  はい。 

〇教育長  教科書は法律に基づいて無償で配布されていますが、デジタル教科書に

ついても今現在同じか。 

〇教育課管理指導主事  今使用している指導者用のものは購入しています。 

〇教育長  子どもがデジタル教科書を使おうと思うと新たに購入しなければなら

ないが、その際に保護者の経済的負担を考えなければならないということを今回の

件で言っている。そのように解釈すればよいか。 

〇教育課長  はい。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。



議案第１０号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△日程第３ 協議題 平成３１年度儀式等の日程（案）について 

 

○教育長  日程第３、協議題 平成３１年度儀式等の日程（案）についてを協議

いたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。本

協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しまし

た。案を消していただきますようお願いします。 

 

△日程第７ 報告事項 

 

１ 地域学習活動支援事業実施要綱の一部改正について 

 

２ 江南市図書館基本計画パブリックコメント結果の報告について 

 

３ 古知野東公民館長兼社会教育指導員の退職について 

 

４ １０連休における放課後児童健全育成事業の実施について 

 

△日程第５ 協議題 江南市教職員の人事異動について 

 

○教育長  日程第５、協議題 江南市教職員の人事異動についてを協議いたします

が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項のただし書きの規定

により、「人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、

出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができ

る」ことになっています。協議題 江南市教職員の人事異動については、「人事に

関する事件その他の事件」に該当しますので、当該の議決については、非公開にし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、協議題 江南市教職員の人事異動につ



いては、非公開とすることに決定いたしました。暫時、休憩いたします。 

 

午後 3時 40分  休 憩 

午後 3時 44分  開 議 

 

○教育長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育長  その他、事務局より何かありましたらお願いします。 

〔何もないことを確認〕 

○教育長  以上で、当局より提出されました案件はすべて終了しました。これをも

ちまして、教育委員会３月臨時会を閉会いたします。 

 

 午後 3時 45分  閉 会  


